
Ⅰ 組織の使命

令和5年度(2023年度)農林水産部運営方針

農林水産部は，企画調整課（市場・販路担当課），水産課（漁業活性化担当課），農務課および農林整備課で

構成しており，食料の生産や供給に関すること，水産物・青果物地方卸売市場に関すること，森林整備や山地災

害の防止に関することなどを主な業務としております。

農林水産部のミッション（使命）は

１．本市の農林水産業を持続可能な産業として発展させる

２．市民に生鮮食料品を安定的に供給するための基幹的なインフラである卸売市場の機能を維持する

３．森林を適切に管理するとともに，山地災害から市民の生命と財産を保全する

ことです。

この使命を達成するため，関係機関と連携し，地域の農林漁業者等の声をお聞きしながら，農林水産業を取り

巻く情勢の変化に対応した施策に取り組んでまいります。

○ 職員自らが常に問題意識を持つとともに，農林漁業者等との対話を通じて課題の解決に努めます。

○ 農林水産業に関する国の新たな政策を的確にとらえ，本市の特性を踏まえた適切な対応に努めます。

○ 国や北海道などの関係機関と連携し，効率的で効果的な事業を進めます。

Ⅱ 組織の基本方針



令和5年度(2023年度)農林水産部運営方針

農林水産部は，農林水産業の振興，生鮮食料品の安定的な供給，適切な森林整備，山地災害の防止等に取り組

んでいます。

農業においては，酒蔵やワイナリー整備など，新たな農業資源が整いつつあることから，「函館市グリーン・

ツーリズム推進会議」で検討を進め，モニターツアーや市民向けＰＲイベントを行いました。

また，新規就農希望者からの相談に対し，関係機関と連携したうえで営農に向けたサポートに努め，１人の新

規就農に結びつけました。

林業においては，市有林の適切な管理を実施したほか，令和元年(2019年)から，森林所有者に対し所有する森

林の適切な経営や管理の責務を明確化した森林経営管理法に基づき，令和５年度(2023年度)には前年度に実施し

た現地調査の結果を基に，未整備森林の所有者と適正管理方法の協議を行うことで整備を促すことができたほか,

小規模・急峻などの条件の悪い私有林整備に有効な自伐型林業のフィールド研修を実施するなど普及啓発に努め

ました。

また，幅広い世代に森林や木についての理解を深める活動として，市内６地区の公共施設などにおいて地域材

を活用した「親子でつくる木育教室」を開催しました。

漁業においては，沿岸漁業資源の増大を図るため，ウニ・アワビ・ナマコの種苗放流事業への支援や雑海藻の

駆除，岩盤清掃等の実施によるコンブ漁場の機能回復を支援したほか，天然資源に依存しない漁業経営の実現に

向け，国の交付金を活用し，キングサーモンとコンブの完全養殖技術の確立に向けた研究に取り組みました。

また，漁業が抱える課題の解決に向けた施策を検討するため「漁業就業者確保対策等検討会議」を立ち上げ，

新規漁業就業者の確保に向けた支援制度や所得向上対策などの課題解決に向けた検討を始めました。

地方卸売市場においては，水産市場に続き，青果市場で「卸売市場の今後の活性化に向けた検討会議」を立ち

上げ，課題の洗い出しと解決に向けた対策について検討を進めたほか，卸売市場の機能の維持および適切な管理

運営に努め，生鮮食料品の安定供給に取り組みました。

災害対策においては，治山事業の実施により地域住民の生命・財産の保全に努めました。

いずれの項目についても当初に掲げた目標を概ね達成することができました。

Ⅲ 年度評価 総評










